
　個人情報保護制度・情報公開制度についてのお問
い合わせは、市総務課332-2041へどうぞ。�
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市 政 �だ よ り �

　
投
票
制
度
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ

せ
は
、
市
選
挙
管
理
委
員
会
3
32
‐

２
１
４
３
へ
ど
う
ぞ
。�

公
職
選
挙
法
一
部
改
正�

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
①�

　
不
在
者
投
票
制
度
が
「
期
日
前

投
票
制
度
」
に
変
わ
り
、
投
票
が

簡
単
に
な
り
ま
し
た
。�

　
こ
れ
ま
で
投
票
日
当
日
に
不
在
す
る
理

由
で
有
権
者
が
行
う
投
票
は
「
不
在
者
投

票
」
と
さ
れ
、
投
票
日
と
異
な
る
煩
雑
な

手
続
き
で
投
票
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。�

　
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
投
票
日
と
ほ
ぼ

同
様
の
手
続
き
で
投
票
が
行
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
市
外
に
滞
在
し

て
い
る
た
め
の
郵
便
投
票
や
病
院
・
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
で
の
不
在
者
投
票
は

従
来
ど
お
り
行
わ
れ
ま
す
。�

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
②�

　
期
日
前
投
票
の
投
票
期
間
は
、

公
示
日
（
告
示
日
）
の
翌
日
か
ら

投
票
日
前
日
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。�

　
こ
れ
ま
で
の
不
在
者
投
票
で
は
公
示
日

（
告
示
日
）
当
日
に
も
投
票
が
で
き
ま
し

た
が
、
期
日
前
投
票
で
は
、
そ
の
翌
日
か

ら
の
投
票
と
な
り
ま
す
。�

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
③�

期日前投票によって投票が簡単に！�

改正前�これまでの不在者投票の手順は、�
①投票用紙に候補者などを記載�
②投票用紙を内封筒へ封入�
③外封筒へ入れて、署名�
④投票管理者へ封筒を提出、外封筒に�
　立会人が署名�

改正後�「期日前投票」では、�
①投票用紙に候補者などを記載�
②直接、投票箱に投かん�

これで終わり！�

※ただし、宣誓書の提出は必要です�

と何かと手続きが多かったのですが…�

　
郵
便
投
票
が
で
き
る
障
害
の
あ

る
人
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。�

　
郵
便
投
票
で
き
る
人
の
範
囲
が
広
が
り
、

身
体
障
害
者
手
帳
に
次
の
記
載
の
あ
る
人

も
投
票
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。�

☆
介
護
保
険
法
上
の
要
介
護
者
で
、
区
分

が
要
介
護
度
５
の
人
（
郵
便
投
票
証
明

書
の
有
効
期
間
は
交
付
の
日
か
ら
要
介

護
認
定
の
有
効
期
間
の
末
日
ま
で
）�

☆
身
体
障
害
者
福
祉
法
上
の
身
体
障
害
者

で
免
疫
の
障
害
の
程
度
が
１
級
か
ら
３

級
ま
で
の
人
（
郵
便
投
票
証
明
書
の
有

効
期
間
は
７
年
）�

個人情報保護制度・情報公開制度に関する平成15年度の運用状況をお知らせします�

「
は
じ
め
ま
し
て
」 

津
山
に
盲
導
犬
が
や
っ
て
き
ま
し
た�

不
在
者
投
票
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た�

期間　　平成15年10月1日～平成16年3月31日
個人情報取り扱い事務の届け出件数
　　　　実施機関　　　　　　　　　　   件　数
　　　　市　　長　　　　　　　　　　２５４件
　　　　教育委員会　　　　　　　　　　５１件
　　　　選挙管理委員会　　　　　　　　１５件
　　　　公平委員会　　　　　　　　　　　１件
　　　　監査委員　　　　　　　　　　　　１件
　　　　農業委員会　　　　　　　　　　　３件
　　　　固定資産評価審査員会　　　　　　１件
　　　　水道事業管理者　　　　　　　　　３件
　　　　議　　会　　　　　　　　　　　　２件
　　　　合　　計　　　　　　　　　　３３１件
自己情報の開示請求・訂正などの請求と、請求に対する決定の状況
　　　　１　自己情報の開示請求

　　　　２　自己情報の訂正などの請求　なし
不服申し立てとその処理の状況
　　　　不服申し立て件数　なし

個人情報保護制度� 情報公開制度�

市　　長　２件  １件  １件  ０件  ０件�
合　　計　２件  １件  １件  ０件  ０件�

実施機関�請求�
件数�

全部�
開示�

一部�
開示�

不開�
示�

却下�

き
じ
つ
ぜ
ん�

期　　　　　間�
請　求　件　数�
�
対象行政文書数�
�
�
�
�
�
�
�
行政文書の内容�
�
�
�
�
�
異議申し立て件
数およびその処
理状況�

平成15年４月１日～平成16年３月31日
10件
32件�
（うち全部開示28件、一部開示２件、
不開示２件）
一般廃棄物処理契約関係　14件�
浄化センター入札関係　　４件�
浄水場入札関係　　　　　４件�
商業振興契約関係　　　　３件�
市議会委員会議事録関係　２件�
都市計画道路事業関係　　２件�
市街地再開発事業関係　　２件�
高齢者措置関係　　　　　１件
１件
津山市情報公開・個人情報保護審査
会に諮問の結果、実施機関の処分が
妥当である旨の答申があり、異議申
し立てについては棄却と決定

全国いっせい人権相談� 人権擁護委員による無料の相談会を行います。 とき：６月１日（火）午前10時～午
後３時　ところ：市役所２階大会議室　問い合わせ先：市人権啓発課332-２０４８へ

・・�


